○南陽市ごみ収集所設置及び維持管理要綱
平成8年4月1日
告示第23号
(目的)
第1条　この要綱は、各地区がごみ収集所を設置するにあたり、行政がその設置及び排出者範囲並びに維持管理等について適切な指導を行うことによつて、ごみ収集作業の安全と効率化の向上を確保し、もつて、市民の良好な生活環境衛生の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条　この要綱においてごみ収集所とは、設置する地区の一般家庭から排出されるごみをまとめる場所をいう。
(設置基準)
第3条　もやすごみ、もやさないごみ、資源ごみ、ペットボトル、プラスチック製容器包装類及び廃乾電池等の有害ごみの収集所は、同一とし、概ね30世帯以上につき1カ所とする。
2　ごみ収集所の設置場所は、収集車が道路交通法の規定に従うことができ、更に収集作業が安全で効率的に行うことができる場所とする。
3　申請しようとするごみ収集所の設置場所は、事前に土地所有者又は管理者と協議し、了解の得た場所とする。
4　申請しようとするごみ収集所の設置場所の附近に、消火栓又は防火貯水池等の消防施設がある場合は、事前に消防署に届け許可を得るものとする。
(設置申請者)
第4条　ごみ収集所の設置申請者(以下「申請者」という。)は、その設置場所の地区長または地区衛生組合長とする。
(適用除外)
第5条　南陽市土地開発指導要綱(平成13年告示第127号)の南陽市開発行為等技術基準第7項清掃施設に規定するごみ集積所については、前条に規定する申請者及び第7条に規定する補助について、この要綱を適用しない。
(設置申請と変更の届出)
第6条　申請者は、第3条各項の設置基準を満たすごみ収集所を設置または設置場所を変更する場合は、ごみ収集所設置・変更申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し必要書類を添付の上、市長へ提出するものとする。
2　市長は、届出に基づき内容の審査と現地調査を行い、適否について申請者に通知するものとする。
(設置補助)
第7条　市長は、前条の申請があつた場合、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
2　この補助の手続きは、南陽市補助金等の交付並びに適正化に関する規則(昭和42年規則第36号)を適用する。
(補助対象経費及び補助金額)
第8条　補助の対象となる経費は、ごみ収集所の新設及び更新に要する経費とし、補助金の額は設置経費の3分の1とし20,000円を限度(100円未満は切り捨てる。)とする。ただし、市長が推奨するごみ収集所を設置する場合は、2分の1とし70,000円を限度(100円未満は切り捨てる。)とする。なお、市長が推奨するごみ収集所とは、次に該当するものをいう。
(1)　木製であること。
(2)　規格は、縦90cm横120cm高さ120cm以上のものであること。
(3)　周囲が覆われており中が見えず、景観上美化に配慮したもの
(補助金交付申請)
第9条　申請者は、補助金交付申請書に設置計画書(様式第2号)及び設置収支予算書(様式第3号)を添付して、市長に提出するものとする。
(交付決定)
第10条　市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査して補助の可否を決定し、補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(ごみ収集所の設置)
第11条　前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、すみやかにごみ収集所を設置しなければならない。
(実績報告)
第12条　決定者は、前条の規定によりごみ収集所を設置したときは、すみやかに事業実績報告書に設置実績書(様式第2号)、設置収支決算書(様式第3号)、ごみ収集所の写真及び支払領収書の写しを添付し、市長に提出するものとする。
(補助金の交付請求)
第13条　前条の規定により実績報告をした決定者は、市長に対し、ごみ収集所設置補助金交付請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)により、補助金の交付を請求するものとする。
(補助金の交付)
第14条　市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、請求の内容が適正であると認められる場合は、決定者に対してすみやかに補助金を交付しなければならない。
2　補助金は、口座振込により交付するものとする。
(補助金の取消し等)
第15条　市長は、決定者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付を取消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1)　この要綱の規定に違反したとき。
(2)　虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかとなつたとき。
(収集所の位置付け)
第16条　第6条の設置申請と変更の届出により市が認めたごみ収集所を、地区及び市の指定ごみ収集所(以下「指定収集所」という。)とする。
2　指定収集所に排出されたごみは、市が責任をもつて収集するものとする。
(指定収集所へのごみ排出者範囲)
第17条　指定収集所へごみを排出できる住民の範囲は、第4条に規定する設置申請者が定めるものとする。
2　前項に規定する範囲の住民であつても、事業をともなつて出たごみは指定収集所へは排出してはならない。
(指定収集所へのごみの排出時間帯)
第18条　指定収集所へのごみの排出時間帯は、ごみ収集日当日の朝8時までとする。
2　ごみ収集日当日以外はごみを排出してはならない。
(指定収集所の維持管理等)
第19条　指定収集所は、住民自治の観点から地区住民の協力により維持管理及び環境整備に努めるものとする。
(指定収集所からのごみの持出し禁止)
第20条　指定収集所に排出されたごみは、南陽市の収集作業に携わる者以外、何人もみだりに持出してはならないものとする。
(その他)
第21条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附　則
1　この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
2　南陽市ゴミ収集所施設設置事業補助金交付規程(平成5年12月24日告示第68号)は、廃止する。
3　平成8年4月1日以前に設置されたごみ収集所は、指定収集所として、この要綱の規定を適用する。
附　則(平成12年3月28日告示第28号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附　則(平成16年3月26日告示第50号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
様式　略
